
③ 【その他】�
「長野県木造住宅耐震診断士」とは長野県木造住宅耐震診断士養

成講習会を受講し、長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録さ

れた建築士の資格をお持ちの方です。診断士は顔写真入の診断

士登録証を所持しています。お宅へお伺いの際は登録証の提示を

求め、身分を確認してください。診断業務で知り得た事項は他へ

漏らしません。また、補強工事を強要することはありません。安心

して診断を受けていただけます。�
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② 【事業の流れ】�

ステップ1�
簡易耐震診断の意向調査�

　簡易耐震診断意向確認票により『お住まいの住宅が耐震診断の対象

になるか』、『簡易耐震診断の希望をお持ちか』を調査します。�

　なお、診断の対象外の住宅は①に当てはまらない住宅の他、町や県の

公営住宅等も対象になりません。また、お住まいの住宅が賃貸借の場合

は双方同意のうえ、所有者の方から申請していただくことになります。�

ステップ2�
簡易耐震診断の実施�

〔診断無料〕�

・簡易耐震診断を希望したお宅へ町が「長野県木造住宅耐震診断士」を�

派遣し、外観調査や聴き取り調査などを行ないますので当日は所有者

の立会いをお願いします。�

・簡易耐震診断を希望される方には、後日町から通知をお送りしますが、�

実際の診断日時は長野県建築士事務所協会木曽支部に所属する診断

士から連絡があります。�

・一年度で診断できる棟数には限りがありますので、ご希望が多数の場�

合は翌年度以降の診断となる場合があります。�

ステップ4�
耐震改修に対する補助事業�

・精密耐震診断を実施した住宅のうち、評点が1.0未満と診断された住�

宅で一定の基準を満たす耐震補強工事を行なう場合、工事費の１／２

以内（限度額６０万円）を補助します。工事着手前の申請が必要です。�

・町補助金の交付を受けて改修を行なった場合、所得税の特別控除と固�

定資産税の減額措置を受けることが出来ます。�

ステップ3�
精密耐震診断の実施�

〔診断無料〕�

・簡易耐震診断の結果、評点が1.0未満と判断された住宅はさらに詳し�

い診断を選択できます。あらためて町から意向を確認させていただき

ます。�

・希望されたお宅へ町が「長野県木造住宅耐震診断士」を派遣し住宅内�

部などを詳しく調査します。当日は所有者の立会いをお願いします。�

・この際、診断にあわせ耐震補強の方法とそのための概算工事費も提案�

されます。�

※精密耐震診断を希望する場�
合は、ステップ4の耐震改修
に対する町の補助事業の実
施が前提です。�


